
令和６年 ４月３０日 

保護者の皆様へ 

長崎市中学校体育連盟 

会 長  山村 利行 

令和６年度長崎市中学校総合体育大会の開催にあたって （お願い） 

 

日頃より、本連盟に対しまして、ご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。  

さて、本年度は長崎市中学校総合体育大会を６月８日（土）より開催いたします。本大会は生徒の健全育

成を目的とし、学校教育活動の一環として位置づけられた大会です。保護者のみなさまにおかれましても、

会場にお越しいただき、ご声援を送っていただけるよう準備を進めているところです。しかしながら、例年

各会場における保護者の応援や駐車マナーに関して、施設管理者及び警察等より多くの指導や苦情が寄せら

れており、その対応に苦慮しております。 

つきましては、ご来場及びご観戦の際は、以下の点にご協力いただきますようお願い申し上げます。 

 

１ 迷惑駐車の禁止 

(1) かきどまり総合運動公園駐車場及び県立総合体育館駐車場等以外の会場については、保護者用の駐車

スペースはございません。駐車券が発行されるなどの許可を得ている場合を除き、保護者の皆様は、

公共の交通機関や近隣の有料駐車場等をご利用ください。 

※かきどまり総合運動公園及び県立総合体育館駐車場については、各チームに駐車券を発行します。 

駐車券の台数しか駐車できませんのでご注意ください。（乗り合わせ等で対応をお願いします。） 

(2)会場近隣の商業施設（無料駐車場）に駐車し、応援することは絶対におやめください。商業施設から

警察や大会会場へ苦情が入り、大会役員や顧問がその対応に追われ、本来の大会運営に支障をきたす

事態が発生しています。状況によっては、注意・啓発を図るために大会を一時中断しなければならな

くなります。 

 

２ 公共施設でのマナー 

体育館等の土足禁止区域への土足立ち入りや喫煙禁止区域（各学校校地内・公共施設内）での喫煙など

は絶対におやめください。このような迷惑行為により、大会終了後に大会役員や生徒たちが清掃を行わざ

るを得ないほか、今後も施設を使用できなくなります。 

 

３ 応援のマナー 

審判・大会役員、選手等へヤジを飛ばすなどの行為は一切おやめください。 

また、各競技の特性や会場の状況により、応援場所が割り当てられている場合があります。大会役員

の指示に従い、応援してください。守れない場合、大会運営及び試合の進行を妨害することにつながり

ます。 

 

４ 個人情報（動画・画像・名簿）のＳＮＳ等ネット上への公開について 

特別に禁止されていない競技については、観客席から撮影することに、特別な申請は必要ありませんが、

選手・指導者・役員及び審判員等の個人情報が含まれる動画や画像を本人の許可なく無断でＳＮＳ等のネ

ット上に公開をすることは法令違反となりますので絶対におやめください。選手・指導者・役員及び審判

員等の肖像権の侵害等トラブルの原因となります。 

 

保護者のみなさまには、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 


